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はじめに 
2014 年に開始した EU の第 8 期枠組みプログラム「Horizon 2020」における中核的な概念の

⼀つに、「責任ある研究・イノベーション（Responsible Research and Innovation; RRI）」が
ある。それから 10 年経過した 2025 年現在においても RRI 概念は EU における科学技術政策の
底流に埋め込まれる形で重要な側⾯を担い続けており、少なくとも現在動いている第 9 期枠組み
プログラム「Horizon Europe」が終了する 2027 年まで重要であり続けることは確実である（cf. 
von Schomberg and Hankins 2019）。 

⼀⽅で、その重要性に反して RRI 概念は曖昧な仕⽅でしか⾔及されてこなかった。RRI 概念の
参照点は第 2 節でも⾔及する「ローマ宣⾔」など複数あるが、そのうち最も影響⼒を持つものと
して von Schomberg による以下のものがある。 

責任ある研究・イノベーションとは、透明で相互作⽤的なプロセスである。このプロセスに
よって、イノベーションの過程とその市場化可能な製品について「（倫理的な）受容可能性」
「持続可能性」「社会的な望ましさ」を念頭に置きつつ、社会的アクターとイノベーターは
（科学と技術の発展を社会へと適切に定着できるようにすることを⽬的として）相互に反応
し合うようになる。（von Schomberg ed. 2011, p.9） 

基本的でありながら曖昧なこの特徴づけを簡潔かつ的確に解釈しようとする試みはいくつかあり、
たとえばそれは 4 つの要素で説明されている場合もあれば、5 つの要素であったり 6 つの要素で
あったり、ときには 9 つの要素で説明されている場合もある。これらの異なる特徴づけをそのま
ま⽂字通りに寄せ集めるとしばしば対⽴が⽣じ、整合的に解釈することは難しい。また、RRI は
「ポスト ELSI」と位置づけられることも多い（cf. Nydal et al 2015）。しかし、焦点の当てどこ
ろが少し異なるだけで実際には 2 つは同じ営みだという批判もあり、ELSI との関係を踏まえて
RRI をどのように捉えればよいかについて混乱が⽣じている（cf. Zwart et al. 2014）。 

こうした「RRI とは何か」という問いを巡る議論は、実践に重きを置く論者からすれば机上の
空論に過ぎないように思えるかもしれない。重要なのは「具体的に何を⾏うのか」であって、「ラ
ベルが本当のところは何を意味するのか」は問題解決に寄与しないし、整合的に解釈できなくと
も実際に運⽤できているのであれば問題はない̶̶こうした批判はありふれたものだろう。実際、
第 2 節で述べるような RRI の政策への導⼊経緯や多様な特徴づけの歴史を考慮すれば、「正しい
RRI観が存在し、適切な分析を⾏うことで合理的な RRI観を導出することができる」といった想
定は、現実的な問題解決に寄与しないかもしれない。 

しかし、「RRI の実践において具体的に何を⾏い、その成果をどのように評価するのかを改め
て考えたい」といった⽬的に役⽴つような概念設計を通じて「RRI とは何か」という問いへとア
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プローチすることは可能であるし、そうした概念設計はこの10年の試みを反省しつつ今後のRRI
実践へと繋げるためにも有益である。また、RRIや ELSI といった枠組みが直⾯している「何が
倫理的・社会的に望ましい科学なのか」という問いは、科学の認識論的側⾯と価値的・規範的側
⾯との構造的関係をめぐる問題である。この点で、RRI 概念の再構成は、知識・⾏為・価値の三
者の関係をめぐる哲学的問いに対する応答の⼀環として位置づけられるべきである。そこで本稿
が採⽤するスタンスは、RRI についての概念設計・改訂を継続的に⾏う「概念⼯学（Conceptual 
Engineering）」である（cf. Cappelen 2018; ⼾⽥⼭ 2019）。⼯学がある⽬的に資する⼈⼯物を
設計するように、現実の RRI 実践へと資する RRI 概念を設計することを⽬指す。 

本稿の構成は以下の通りである。まず、RRI 概念を検討するためには、RRI と同様に EU の科
学技術政策において重要な役割を担う ELSI 概念を把握しておくことが不可⽋である。そのため
第 1 節では、ELSI 概念を 3通りに整理することで議論の⼟台を準備する。次に第 2 節では、EU
において RRI 概念が導⼊された歴史を踏まえて、EU における RRI 概念を特定する。しかし、こ
こで得られた枠組みでは未だ捉えきれない事例が存在する。そこで第 3 節では、第 2 節で得られ
た結果を抽象化することで、より⼀般的な RRI 概念を設計する。⼤まかに⾔えば、RRI 概念は「あ
る特定の態度を伴った仕⽅で、ある特定のターゲットを中⼼とした『課題としての ELSI』に取
り組む」という営みとして再構成されることになる。以上の議論によって、世界中で⾏われてい
る多様な RRI の実践について適切に理解し評価していくための有益な枠組みが得られる。 
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1. ELSI 概念を 3 通りに解釈する 
第 1 節では、⽇本の科学技術政策においてもしばしば⾔及される「倫理的・法的・社会的課題

（Ethical, Legal and Social Issues; ELSI）」1概念の⽤法を整理する。というのも、⼈々が ELSI
概念について⾔及するとき、少なくとも本稿で⽰す 3 種類の解釈が混在しており、RRI 概念を理
解するためには ELSI 概念についての整理が不可⽋であるためである。ELSI 概念は⼤きく「課題
としての ELSI」（1.1）と「活動としての ELSI」に分けられ、さらに後者は歴史的な経緯を帯び
ないタイプ（1.2）と帯びたタイプ（1.3）に分けられることを指摘する。 

1.1. 課題としての ELSI 

 まずは、歴史的な経緯を⼀旦無視して、「ELSI」という表現を⽂字通りに捉えることによる解
釈がありうる。つまり、ELSI とは技術的な側⾯を除く倫理的・法的・社会的な「課題（Issues）」
を意味する、と捉える⽴場である（cf. ⼤阪⼤学 ELSI センター 2020）。たとえば、⽇本の『第
６期科学技術・イノベーション基本計画』では ELSI は次のように⾔及されている。 

特に Society 5.0への移⾏において、新たな技術を社会で活⽤するにあたり⽣じる ELSI に対
応するためには、俯瞰的な視野で物事を捉える必要があり、⾃然科学のみならず、⼈⽂・社
会科学も含めた「総合知」を活⽤できる仕組みの構築が求められている。（内閣府 2021, p.13, 
下線引⽤者） 

この解釈においては、ELSI とは特定の側⾯に関する「課題」に過ぎないため、その課題を扱うス
タンスについては開かれている。たとえば、課題を「特定する」こともあれば、「分析する」こ
ともあるし、あるいは「検討する」「処理する」「解決する」「克服する」...というように、様々
な動詞を適⽤して考えることができる。つまり、「ELSI」という表現だけでは、使⽤者はその課
題をどのように扱うかまでは指定していない。 

 ELSI に対する批判的な意⾒として、「昨今 ELSI と呼ばれている課題は我々もずっと扱ってき
た」といった声が、伝統的な倫理学や法学、社会学の専⾨家たちから挙がることがある。是⾮は
ともかく、このような意⾒はまさしく ELSI を「課題としての ELSI」として捉えている。このと

 

1 ELSIの「I」は「課題（Issues）」ではなく「影響（Implications）」を指すこともある。また、「側⾯（Aspects）」

として ELSAと呼ばれることもある。これらの⽤語は元々歴史的・地域的⽂脈を帯びているが、本稿では

さしあたり区別せずに⽤いる。 
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き、「ELSI」は倫理的・法的・社会的な側⾯をもつ課題に過ぎないため、その観点から歴史を再
構成し、ELSI 史をつくることも可能である。 

1.2. 活動としての ELSI①：歴史的な経緯を帯びないタイプ 

 ⼀⽅で、ELSI を⽂字通り「課題」として捉えるのでは不⼗分な場合がある。たとえば、「ELSI
を⾏う」「ELSI が求められている」といった表現がなされるとき、「課題としての ELSI」とし
て素朴に解釈すると意味が通らないように思われる（cf. 吉澤 2021; 九州⼤学 2023）。このと
き、ELSI は「『課題としての ELSI』を総合的に検討する営み」として捉えられていると考えら
れる。こうした事態をうまく捉えるため、ELSI は次のように説明されることもある。 

今⽇、ELSI は倫理的・法的・社会的課題そのものや、それに係る研究や活動を広く指し⽰
す概念として使⽤されるようになった。（CRDS 2021a, p.1, 下線引⽤者） 

ELSI（⽶国）や ELSA（欧州）という略語は、特にゲノム科学などの新興の⽣命科学がもた
らす倫理的・法的・社会的影響（ELSI）または側⾯（ELSA）を予測し、対処する研究活動
を指す。（Chadwick and Zwart 2013, 下線引⽤者） 

特に⼀つ⽬の引⽤⽂の前半部分は「課題としての ELSI」のことを指している⼀⽅で、後半部分
は ELSI という名詞の動詞化を⽰唆している。つまり、「諸課題を早期に分析して、論点を共有・
議論して、そのインパクトを社会へと適切に位置づける」という営み全体、あるいはその⼀部を
指して「ELSI」と表現することがある。本稿ではこれを広く「活動としての ELSI」と呼ぶこと
とする。 

 なお、3.2 でも改めて述べるように、「活動としての ELSI」が成り⽴つ場合は少なくとも「課
題としての ELSI」が存在していることを前提としている。課題と活動はカテゴリーが異なるた
めに単純な包含関係では表せないが、本稿では便宜上図 1 のように表現することとする。⽔⽟模
様の背景は集合を意図しないことに注意されたい。 
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図 1 「課題としての ELSI」とそれに取り組む「活動としての ELSI」 

1.3. 活動としての ELSI②：歴史的な経緯を帯びたタイプ 

 1.2 で述べた「活動としての ELSI」は、歴史的な経緯を帯びていない現代的な意味での ELSI
である。便宜上、これを「活動としての ELSI①」と名付けておく。⼀⽅で、「活動としての ELSI」
の⽤法に分類されつつも、とりわけ特定の時期に⾏われたプロジェクトを指す場合も存在する。
CRDS は上の引⽤⽂と同じ⽂脈で次のように説明している。 

元来、ELSI は新興技術の倫理的・法的・社会的課題に関する研究開発を助成するための標
語であり、ファンディングシステムに資⾦調達メカニズムとして導⼊された。その端緒が、
1990 年から始まる⽶国・ヒトゲノム計画であることは良く知られている。欧州では［...］
ELSA の呼称で導⼊され、第 4 次研究・イノベーション枠組みプログラム（1994-1998）以
降、関係する研究や実践への助成が始まった。（CRDS 2021a, p.1） 

1990 年から 2000 年代にかけて、研究助成機関によるトップダウン的な政策誘導で「課題として
の ELSI」に関する研究が欧⽶において⾏われていた。第 2 節で詳しく扱う RRI は「ポスト ELSI」
と表現されることも多いが、いわば「プレ RRI」とでも⾔うべき ELSI（あるいは ELSA）の⽤法
は、こうした欧⽶による特定時期における研究プロジェクトを指している。これを本稿では「活
動としての ELSI②」と呼ぶことにする（図 2）。「課題としての ELSI」が特定の時期によらず
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重要であるように思える2にもかかわらず「ELSI は時代遅れだ」としばしば評される事態は、ELSI
を特定時期における「活動としての ELSI」として理解していることから⽣じる。 
 

 

図 2 「活動としての ELSI」のうち⼀部を占める「活動としての ELSI②」 

 

2 たとえば、アメリカの国防⾼等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency; DARPA）は近年で

も ELSI（Ethical, Legal, and Societal Implications）の重要さを訴えており、2024年から ELSIに特化した研

究員を採⽤し始めている（DARPA 2024）。なお、特定の時期によらず重要だと考えられているのは「ELSI」

という表現が指し⽰す実質的な内容（つまり、技術的課題以外の任意の課題）であり、表現そのものが時

代遅れかどうかという話をしているわけではないことに注意する必要がある。「その表現が使い古されて

いるかどうか」と「その表現が意味するところが重要であるかどうか」は、独⽴した問題である。 
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 以上の整理を踏まえると、ELSI 概念は図 3 に⽰すように「課題としての ELSI」「活動として
の ELSI①」「活動としての ELSI②」という 3通りの解釈で理解することができる。本稿のメイ
ンターゲットである RRI 概念はその基礎に ELSI 概念があるが、ELSI 概念をあらかじめこのよう
に整理しておくことで、多様な⽤法を混同することなく RRI 概念を⾸尾よく理解することができ
る。 

 
  

図 3 ELSI 概念の関係図 
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2. RRI 概念の発展史を追う3 
 第 2 節では、RRI 概念が政策的に導⼊された経緯を踏まえつつ、RRI 概念の特徴づけの歴史を
追いかける。まず、EU において ELSI 概念と RRI 概念がどのような仕⽅で語られてきたのかを
整理したのち（2.1）、RRI 概念の特徴づけは「キーとしての RRI」（2.2）と「次元としての RRI」
（2.3）という 2 つの異なる⽅向性において⾏われてきたことを指摘する。最終的に、これらの
要素を整合的に解釈したうえで、暫定的な RRI 概念を提⽰する。 

2.1. EU 政策⼩史 

 RRI 概念は、とりわけ 2010 年代以降、EU においてトップダウン的な政策的枠組みの中で推進
されてきた経緯がある。そのため、RRI 概念を検討する際には、EU における科学技術政策と紐
づけて考える必要がある。ここでは、ELSI 概念や RRI 概念に関連する範囲において、EU の枠組
みプログラム（Framework Programmes; FP）や FP内に設けられたプログラムを振り返る（図
4）。 

 

図 4 ELSI／RRI に関連する簡易的な EU 政策年表 

 

3 第 2節の内容は、同⼀著者による ELSI NOTE (45)（榎本 2024）がもとになっている。 
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 まず、EU の科学技術政策において ELSI 概念に相当する「ELSA（Ethical, Legal and Social 
Aspects）」が明⽰的に導⼊されたのは、第 4 次枠組みプログラム「FP4」（1994〜1998 年）で
ある（Zwart et al. 2014）。これは、先⾏して⾏われていたアメリカの ELSI 研究を乗り越える
試みとして、特定の研究実践を明確にイメージしたうえでのトップダウン的な政策誘導であった
と⾔われている。現在では「課題としての ELSI」として理解される⽤法でも使⽤されることが
ある4が、EU において「ELSA」と呼ばれる場合のほとんどは「活動としての ELSI②」としての
⽤法であると考えてよい。⾔い換えると、「ELSA」はとりわけこの時期において政策誘導とし
て導⼊された、特定の歴史的経緯を帯びた表現である。そのため、「ELSA」という表現はこの
時期に採⽤されていた⽅法論的態度や研究⼿法と紐づけて考えられやすく、現代においてはすで
に RRI によって乗り越えられたものと受け⽌められる場合があることに注意しなければならな
い。 

  その後しばらく FPにおいて ELSI関連で⼤きな動きはなかったが、第 6 次枠組みプログラ
ム「FP6」（2002〜2006 年）の中にプログラム「科学と社会（Science and Society; SaS）」が
設けられ、ELSI関連の取り組みはこのプログラム内で助成されることとなった。この SaS を基
盤として、FP7 以降の後続プログラムへと問題意識が継承されていく。 

 ELSI と RRI にとっての転換期は、第 7 次枠組みプログラム「FP7」（2007〜2013 年）だとさ
れている。ELSI関連の取り組みは SaS の後続プログラム「社会における科学（Science in Society; 
SiS）」へと引き継がれたが、その裏では ELSI（ELSA）に対する批判と RRIへの転換運動が進
められていた。2009 年、オープン性や包摂性、そしてアカウンタビリティといった価値観を踏
まえたガバナンスへの転換を謳う「リスボン条約」（EU 2007）が発表されたことを⽪切りに ELSA
に替わるアプローチが模索され始め、2011 年 5 ⽉には RRI を主題とした初のワークショップ「責
任ある研究・イノベーション」が欧州委員会主催で開かれた5。また、同じく 2011 年の 11 ⽉に
は RRI の参照点としてよく知られる von Schomberg編『RRIへ向けて』が刊⾏されるなど、2011
年は「RRI 元年」とでも⾔うべき年となった（von Schomberg ed. 2011）。そして翌年の 2012
年、欧州委員会主催の会議において、ELSA のアプローチが不⼗分であること6に触れながら、FP8

 

4 たとえば、オランダの量⼦技術国家アジェンダでは「課題としての ELSI」の⽤法で「社会的インパクト

（ELSA）」と記述されている（Quantum Delta NL 2024）。 

5 Owenらをはじめいくつかの⽂献でWSに関する情報が⾒られるが、現在は EU／ECのウェブサイトから

削除されており、議事録等にあたることはできない。 
6 ステークホルダーの参加拡⼤や倫理ガバナンスの動的拡⼤を強める必要がある旨が述べられている。 
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の中⼼概念として RRI を組み込むように訴えるプレゼンテーションが⾏われた（Geoghegan-
Quinn 2012）。 

 こうして、第 8 次枠組みプログラムである「Horizon 2020」（2014〜2020 年）の中⼼概念と
して RRI が盛り込まれ、SiS の後続プログラムである「社会とともにある／社会のための科学
（Science with and for Society; SwafS）」において RRI関連の取り組みに対する助成が始まっ
た。加えて、2014 年に「ローマ宣⾔」（EC 2014a）が出され、EU加盟各国において RRI を体
系的に統合するように呼びかけられたことも付記に値する。 

 そして現在、第 9 次枠組みプログラムである「Horizon Europe」（2021〜2027 年）において
は、SwafS の後続プログラムである「R&I（Research & Innovation）」が推し進められている。
そこでは SwafS時のように直接の助成対象項⽬として RRI が明⽰されているわけではないもの
の、R＆I全体を通して RRI を推進する⽅針に切り替わっているため、依然として RRI 概念が中
⼼に据えられていると評価できる7。 

 以上の経緯を踏まえると、RRI の特徴づけ⾃体に ELSIや ELSA という表現は⽤いられていな
いものの、「活動としての ELSI②」としての ELSA に替わるものとして RRI が導⼊されたこと
が読み取れる。それでは、ELSI（あるいは ELSA）と RRI の関係性はどのようなものであるのか、
という問題が浮かび上がる。 

2.2. キーとしての RRI 

 RRI の特徴づけや ELSI と RRI の関係性を考えるためには、2.1 で確認した政策上の経緯に由
来する「キー（key）」の観点から RRI を理解するアプローチが有益である。「はじめに」でも
述べたように、von Schomberg による特徴づけの解釈を巡って、様々な試みがなされてきた。い
くつかあるこうした試みのうち影響⼒をもつものの⼀つとして、「ジェンダー」「科学教育」「エ
ンゲージメント」「オープンアクセス」「倫理」という 5 つの要素による特徴づけや、これに「ガ
バナンス」を加えた 6 つの要素による特徴づけが挙げられる（図 5）（cf. RRI Tools 2014; Stahl 
et al. 2021; 岡村 2021）。これらの要素は、参照点となる von Schomberg による特徴づけを、

 

7 「Horizon Europe」では、申請の際に RRIの観点を申請書に含めることになっている。申請書のフォーマ

ットは以下：https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-

ria-ia_en.pdf（閲覧⽇：2025年 7⽉ 3⽇）。 
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具体的に実⾏可能かつ測定可能なものとして評価する⽬的で設定されたものである（Owen et al. 
2021）。 

 

図 5 RRI の 6 つのキー（RRI Tools 2014 をもとに著者が作成） 

 2.1 でも述べた 2011 年開催のWS を経て、欧州委員会は『責任ある研究・イノベーション：
社会的課題に対応するヨーロッパの能⼒』（以下、『ヨーロッパの能⼒』）というリーフレット
を 2012 年 1 ⽉に発⾏し、その中で RRI の「6 つのキー（six keys）」を提⽰した（EC 2012）。
すなわち、上記の「ジェンダー」「科学教育」「エンゲージメント」「オープンアクセス」「倫
理」「ガバナンス」である。突如として RRI の特徴づけに⽤いられたこの 6 つのキーは、実は当
時の FP7（2012〜2013 年）における SiS のアクションライン（EC 2008）をそのまま反映した
ものであることが Owen らによって指摘されている（Owen et al. 2021）。つまり、RRI が政策
内に位置づけられる以前から使⽤していた ELSI／ELSA関連の項⽬を、コンパクトに要約したう
えで流⽤している。そして、2012 年４⽉に⾏われたプレゼンテーションにより RRI を Horizon 
2020 の中⼼概念へと据えることとなったが、このプレゼンテーションにおいて RRI の特徴づけ
として⽤いられたのが、まさしく上記の 6 つのキーである。 

 そして FPが Horizon 2020へと移⾏し、2014 年 11 ⽉の「ローマ宣⾔」において正式に RRI
の6つのキーが述べられる。ただし、ローマ宣⾔では6つのキーが「6つの次元（six dimensions）」
という表記になっている。このために連続性が追いづらくなっているが、これは前述の『ヨーロ
ッパの能⼒』が 2014 年 9 ⽉に改訂された結果全く同じ 6 つの要素が「次元（dimension）」表
記に変更され、ローマ宣⾔では改訂版の『ヨーロッパの能⼒』を引⽤していることに起因する（EC 
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2014b）。次元（dimension）表記になっているのはこの時期だけであるので、本稿においては
この出来事を「キー」に関連するものとして整理する。 

 そして、RRI に関する具体的な取り組みを適切に評価する⽬的で、2015 年、欧州委員会によ
って RRI の評価指標が定められることになる8（EC 2015）。このとき、FP7 のプログラム SiS と
Horizon 2020のプログラムSwafSの間でのプロジェクトの継続性を担保する必要があったため、
SiS のアクションラインを反映した RRI のキーが、SwafS 内の RRI 実践の評価基準としても採
⽤されることとなった。結果的には、ELSI／ELSA関連の項⽬と同じ項⽬を Horizon 2020 でも
採⽤し続ける形になったと⾔える。ただし注意したいのは、この時点において RRI のキーが「ガ
バナンス」を除いた 5 つ、つまり「ジェンダー」「科学教育」「エンゲージメント」「オープン
アクセス」「倫理」へと縮⼩されることとなったことである。これには、前述の通り SiS のアク
ションラインである 6 つの要素をそのままキーへと反映していたが、「ガバナンス」については
具体的な作業プログラムとして設定するには困難であることが評価指標の作業部会において指摘
されたことで、「ガバナンス」とその他 5 つの要素を異なるレベルに位置づけることになったと
いう事情がある9（EC 2013; Owen et al. 2021）。これをもって、5 つのキーとしての RRI、つま
りこれら 5 つの要素への取り組みがとりわけ評価される営みとしての RRI が成⽴した。 

 その後 Horizon Europe に移⾏してから、SwafS の後継プログラム R&I全体を通して RRI を推
進する仕組みへと変わったことはすでに述べたとおりである。ただし、SwafS時とは異なり R&I
において明⽰されていないとはいえ、現在においても R&I内の項⽬のひとつである「ERA10の深
化」へ 5 つのキーが組み込まれていることは押さえておく必要がある（cf. CRDS 2021b, p.47）。 

  

 

8 RRIをめぐる評価基準に関する議論は、標葉が詳しい（標葉 2020）。 

9 レベルが異なるというだけであり、「ガバナンス」⾃体は評価基準に⼊ったままである。それもあってか、

2015年以降も「ガバナンス」を含めた 6つとしてキーを紹介し続ける⽂献は多い。 
10 European Research Areaの略で、「欧州研究圏」と訳される。 
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2.3. 次元としての RRI 

 次に、RRI を特徴づけるもう⼀つの観点である「次元（dimension）」を確認する。同じく 2011
年の von Schomberg によるものを参照点として、2013 年に Stilgoe らは RRI を 4 つの次元（four 
dimensions）、つまり「先⾒性」「省察性」「包摂性」「応答可能性」という 4 つの要素で特徴
づけた（図 6）（Stilgoe et al. 2013）11。これは、RRI を具体的に実⾏可能かつ測定可能なもの
として捉えようとした「キー」とは異なり、Jakobsen らの表現を借りれば「RRI の理念を⾸尾
⼀貫して捉えるためのフレームワーク」である（Jakobsen et al. 2019）。「キー」が RRI 実践
のターゲットを表しているとすれば、この「次元」は RRI を実践する際のプロセスに対する態度
や向き合い⽅を表していると⾔えるだろう。 

 

図 6 RRI の 4 つの次元（EC 2012 をもとに著者が作成） 

 次元にまつわる特徴づけの試みはその後もいくつかなされており、やや論争的である。たとえ

 

11 これよりも早く 2013年 2⽉に公開された『RRIを強化する選択肢』において、RRIの定義として 4つの

次元が参照されている（EC 2013）。ただし、これは Stilgoeがメンバーとして加わっていた専⾨家グルー

プによる中間段階の報告書であり、その情報源を「Stilgoe et al. 2012」としている。しかし、⽂献欄には

当該⽂献は「forthcoming」と記されており、2025 年現在も同タイトルの論⽂は刊⾏されていない。タイ

トルや内容の類似性から、ここで⾔及した 2013年のものが当該⽂献に相当すると推測した。なお、Stilgoe

らはRRIと同様の要素を持ちながらもより広範な「責任あるイノベーション（Responsible Innovation; RI）」

の側⾯として 4 つの次元を導⼊しているが、Stilgoe がメンバーとして参加している前述の『RRI を強化

する選択肢』では RRIの定義として 4つの次元が引⽤されていることを根拠として、ここでは RIと RRI

を区別しない（Stilgoe et al. 2013; EC 2013）。 
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ば、2014 年、Horizon 2020 から助成を受けた RRI Tools プロジェクトが、「プロセス次元（process 
dimensions）」という名称で「多様性・包摂性」「先⾒性・省察性」「オープン性・透明性」「応
答可能性・適応性」の 4 要素で RRI の整理を⾏っている（RRI Tools 2014）。他にも、2019 年
にイギリスの EPSRC（⼯学・物理科学研究評議会）が「AREA フレームワーク」という名称で
「先⾒性」「省察性」「エンゲージメント」「⾏動」の 4 要素での整理を⾏っている（EPSRC 
2019）。4 つの要素に何を含めるのかは各主体で異なるものの、とはいえその意味するところは
ほとんど変わりなく、さらには RRI 実践の態度に関する主張をしているという点では同じ系譜に
あるとみなしてよいだろう。 

 なお、本稿における整理とは異なり、「キー」と「次元」が同じ RRI 概念を捉えるための異な
る観点だとはみなさない⽴場もある。たとえばWittrock らは、5 つのキーと 4 つの次元を合わせ
た合計 9 つの要素が RRI 実践のターゲットであり、キーと次元は同じレベル内でオーバーラップ
しているものだと説明している（Wittrock et al. 2021）。しかし、キーと次元という 2 つの観点
が von Schomberg を参照点としながらも独⽴して発展していること、そしてこれらの観点がそ
れぞれターゲットと態度を意図しており議論のレベルが異なることなどが、先⾏研究においては
軽視されている。 

 注意したいのは、2014 年に改訂された『ヨーロッパの能⼒』（EC 2014b）とそれを引⽤した
「ローマ宣⾔」（EC 2014a）におけるキーの扱いである。上でも述べたように、この 2 つにお
いてのみ、キー相当のものが「次元（dimension）」表記になっている。表記を⼀時的に変更し
ている意図は管⾒の限り不明だが、ラベルよりも実質的な内容の繋がりをもって連続性を判断す
る必要がある。 

 ここまでの議論を改めて整理する。RRIを特徴づける2つの異なる観点について、「キー（key）」
を RRI 実践のメインターゲット、「次元（dimension）」を RRI 実践の態度として捉えるのが整
合的である。また、RRI 実践のメインターゲットである 5 つのキーは第 2 節で⾔及した「課題と
しての ELSI」の⼀種12であり、かつ RRI 概念を具体的に実⾏可能かつ測定可能なものへと落とし
込むためのものであった。これらのことを踏まえると、少なくとも現在 EU において考えられて
いる RRI 概念は、以下のように説明することができる。 

 

12 図 5に記載されている説明⽂は「活動としての ELSI」とも解釈できるが、説明⽂⾃体に態度に関する指

定がすでに組み込まれているため、ここでは広く「課題としての ELSI」と解釈する。 
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RRI とは、「先⾒性」「省察性」「包摂性」「応答可能性」を満たすような態度を伴った仕
⽅で、「ジェンダー」「科学教育」「エンゲージメント」「オープンアクセス」「倫理」の
ようなターゲットを中⼼とした「課題としての ELSI」に取り組む営みである。 

第 1 節の議論によれば、「課題としての ELSI」へと取り組む営みは「活動としての ELSI①」に
相当するのであった。ここから、RRI は「活動としての ELSI①」の⼀種だと⾔える。 
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3. 発散する RRI 概念を収束させる 
第 3 節では、EU における RRI とは異なるタイプの RRI を紹介し、暫定版の RRI 概念をうまく
改訂する必要性があることを⽰唆する（3.1）。それを受けて、これまでの議論で得られた成果を
活⽤しながら、より普遍的な使⽤に耐えうる RRI 概念案を提⽰する（3.2）。 

3.1. 地域・⽂化依存的な変種 RRI 概念  

 EU における RRI 概念については、全世界において普遍的に有効なものではなく地域・⽂化依
存的なものだ、という指摘がしばしばなされている。たとえば de Hoop らは、RRI には物質的な
制限やステークホルダーの参与に関する制限など様々な障壁があり、EU で⾏われている RRI 実
践が成り⽴つ条件やそれに当てはまる地域を真剣に考察すべきだと主張している（de Hoop et al. 
2016）。また彼⼥らは、環境保全と社会経済的ニーズを同時に満たしたいというそもそもの価値
観が EU固有のものであり、必ずしも普遍的なものではないとも述べている。こうしたことを踏
まえると、von Schomberg が述べる「倫理的な受容可能性」や「社会的な望ましさ」は（von 
Schomberg 本⼈が意図しているかどうかにかかわらず）地域・⽂化相対的である。さらに、タ
ーゲットとして選ばれた5つの要素はEUにおける実践的事情に依存していたのだった。すると、
以下の疑問が浮かぶ。上記の RRI 概念は「活動としての ELSI②」のように歴史的経緯を帯びて
おり、EU版のローカル RRI 概念と⾔えるのではないか。あるいは、EU版の RRI を「標準的 RRI」
とは呼べたとしても、標準的なものから少し外れたいわば「変種 RRI」もまた考慮できるのでは
ないか。 

 実際、RRI は多様な仕⽅で語られ始めている。例として、Wakunuma らが提⽰する 3 つの RRI
を紹介する（Wakunuma et al. 2021）。Wakunuma らは、先進経済国と発展途上国、そして新
興経済国のそれぞれにおいて求められる（そして実際に⾏われている）RRI のあり⽅が異なるこ
とを指摘しており、主要なものを順に「資本志向 RRI」「⽣業志向 RRI」「ハイブリッド RRI」
と名付けている。 

 まず、オランダを典型例とする先進経済国では、「資本志向 RRI（Capital-Oriented RRI）」
が実践されている。これは、科学技術におけるイノベーションを促進する⽬的で⺠間資⾦と公的
資⾦によって推進されており、⼿続き的・形式的・トップダウン的な戦略をとることに特徴があ
る。マルチステークホルダーを考慮した活動になっているが、農村部など⼀部のコミュニティを
排除する可能性があることが指摘されている。これは、いわゆる「標準的 RRI」と⼀致している
と考えてよい。 

 次に、マラウィを典型例とする発展途上国では、「⽣業志向 RRI（Livelihood-Oriented RRI）」
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が実践されている。これは、科学技術におけるイノベーションを共創する⽬的で政府による政策
誘導にほとんど依存しない草の根活動からなり、個別⽂脈的・⾮形式的・ボトムアップ的な戦略
をとることに特徴がある。資本志向 RRI とは異なり、農村部のようなしばしば疎外されるコミュ
ニティのニーズに合わせてアジェンダが調整される傾向にある。 

 最後に、ブラジルを典型例とする新興経済国では、資本志向 RRI と⽣業志向 RRI を組み合わ
せた「ハイブリッド RRI（Hybrid RRI）」が実践されている。政府による政策やその実施プロセ
スのあり⽅は資本志向 RRI と特徴を共有する⼀⽅で、⾮都市部における⽣業のニーズに対応する
ことが多い点で⽣業志向 RRI とも特徴を共有する傾向にある。 

 もしも EU における RRI が標準的であり、それが形式的かつトップダウン的なガバナンスや経
済的側⾯を⾼く評価する営みであるならば、ハイブリッド RRI はその度合いが⽐較的不⾜してお
り、⽣業志向 RRI は全く RRI とは呼べないと⾔えるかもしれない。しかし、榎本らが述べるよう
に、「課題としての ELSI」への取り組みにおいて重要なのは、何度も現状を分析し課題を捉え直
すというサイクルである（榎本ら 2024）。その観点からすれば、今まさに取り組むべき「課題
としての ELSI」をその地域固有の⽂化や利⽤できる資源に応じて判断し⾏動するというプロセ
スは、ある特定の態度とターゲットを伴った類いの「活動としての ELSI①」であり、同時に典型
的な RRI 的試みだと評価できる。 

3.2. 再構成された RRI 概念  

以上の事例を踏まえると、2-3 で導⼊した「標準 RRI」、すなわち EU における RRI 概念につ
いて、態度とターゲットの観点において⼀般化する必要がありそうである。ここで、⼀般化のた
めに「	𝑛! 	を満たすような態度（attitude）」を	𝐴(𝑛!)	、「	𝑚"	のようなターゲット（target）」を
	𝑇(𝑚")	と表現する（ただし、𝑖	と	𝑘	は 1 以上の整数である）。また、便宜的に	𝐴(𝑛#) ∧ 𝐴(𝑛$) ∧ …∧

𝐴(𝑛!)の略記として	𝐴(𝑛#, 𝑛$, … , 𝑛!)	、	𝑇(𝑚#) ∨ 𝑇(𝑚$) ∨ …∨ 𝑇(𝑚")	の略記として	𝑇(𝑚#, 𝑚$, … ,𝑚")	

を採⽤する。すると、RRI 概念は次のように表現し直すことができる。 

RRI とは、	𝐴(𝑛#, 𝑛$, … , 𝑛!)	を伴った仕⽅で、	𝑇(𝑚#, 𝑚$, … ,𝑚")	を中⼼とした「課題としての
ELSI」に取り組む営みである。 

このように⼀般的に再構成すれば、地域・⽂化相対的な RRI 概念を広く捉えることが可能になる
とともに、EU における RRI 実践の特徴を際⽴たせることができる。たとえば EU が採⽤する RRI
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は、この定式化のもとでは以下のように表現される13。 

RRI と は 、A(先⾒性,省察性,包摂性,応答可能性)	を伴っ た 仕 ⽅ で 、T(倫理,ジェンダー,

科学教育,オープンアクセス,エンゲージメント)	を中⼼とした「課題としての ELSI」に取り
組む営みである。 

 なお、𝐴(𝑛#, 𝑛$, … , 𝑛!)	へ何も代⼊しない場合は「課題としての ELSI」に取り組む際の態度を指
定していないものとして、「𝐴(𝑛#, 𝑛$, … , 𝑛!)	を伴った仕⽅で」の⽂⾔を無視してよいものとする。
同様に、𝑇(𝑚#, 𝑚$, … ,𝑚")	へ何も代⼊しない場合は「課題としての ELSI」のうち重点課題を指定
していないものとして、「	𝑇(𝑚#, 𝑚$, … ,𝑚")	を中⼼とした」の⽂⾔を無視してよいものとする。
すると、とりわけ態度とターゲットについての指定がない RRI は、まさしく「活動としての ELSI
①」に他ならない。EU における RRI は「活動としての ELSI②」と⽐べて焦点の当て⽅が経済
的側⾯に寄っているという指摘が多くの論者からなされているが、これは態度に関する指定の仕
⽅を総合的に考慮すると経済的側⾯に焦点を当てざるをえないことに起因する（cf. Zwart et al. 
2014; de Hoop 2016; Jakobsen et al. 2019）。 

まとめると、図 7 のようになる。まず、「課題としての ELSI」はその他の前提となるもので
あり、活動としてそれに取り組むときには少なくともそれは存在しているものとする。すると、
「課題としての ELSI」に取り組む「活動としての ELSI①」は、「課題としての ELSI」が存在す
る範囲内で成⽴する集合とみなせる。次に、「活動としての ELSI①」について態度とターゲッ
トに関する指定を要求する「再構成された RRI」は「活動としての ELSI①」の部分集合であり、
態度やターゲットに関する指定がないときにだけ「活動としての ELSI①」と⼀致する。さらに
このうち、特定の歴史的経緯を帯びたものが「活動としての ELSI②」とその後継プロジェクト
である EU版 RRI であり、これらは特定の態度とターゲットを現に指定していることから、「再
構成された RRI」の真部分集合である。これらは重なる部分もあるが、興味関⼼や焦点の置き⽅

 

13 Zwartと Neilは、「活動としての ELSI②」に分類される ELSAプロジェクトの特徴を「近接性／参加性」

「予⾒性」「双⽅向性」「学際性」の 4つに整理している（Zwart and Neils 2009）。これらを態度の指定に

⽤いれば、ELSAプロジェクトを RRIの⼀種として解釈することができる。 

RRI とは、A(近接性, 予⾒性, 双⽅向性, 学際性) を伴った仕⽅で、T(倫理, ジェンダー, 科学教育,

オープンアクセス, エンゲージメント) を中⼼とした「課題としての ELSI」に取り組む営みである。 
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がやや異なるために、異なる集合だと考えられる。 

先⾏研究においては、「ELSI よりもポスト ELSI である RRI の⽅が視野が広く包括的だ」と
いう考え⽅がよく⾒られた。しかし、本稿における再構成を経た結果、態度の指定がない「活動
としての ELSI①」よりも、態度に関する指定がある分だけ RRI はむしろ範囲が狭まり、「活動
としてのELSI②」と同様により特定の関⼼を満たすような焦点の絞り⽅で「課題としてのELSI」
に取り組んでいると考えることができる14。この点で、本稿における ELSI／RRI 概念の⼯学は、
従来の ELSI観と RRI観への修正と改訂を要求するものだと⾔ってよい。 

 

図 7 ELSI 概念と RRI 概念の関係性 

  

 

14 この結果は、Zwartらや Ryanと Blokといった⼀部の論者が指摘する「ELSI（ELSA）と RRIは焦点の当

て⽅が異なるだけで、実際にはほとんど変わらない」といった主張とも整合的である（Zwart et al. 2014; 

Ryan and Blok 2023）。 
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4. ⼀問⼀答 
 最後に、本稿の議論をより明確にする⽬的で、想定される疑問に対してあらかじめ答えておく
ことにする。以下は、⼀問⼀答の形式で進められる。 

4.1. Q&A (1) 

RRI においてはガバナンスが重要な関⼼事のはずだが、なぜターゲットには「ガバナンス」
が⼊っていないのか？ 

この指摘はもっともであり、加えて本稿における再構成についての理解をより深めるものであ
る。というのも、ガバナンスは RRI のキーからは外されたものの、キーとは異なるレベルにおい
ていまだに評価基準として採⽤されているからだ。 

しかし、評価基準の項⽬を実際に読んでみると、「ガバナンス」項⽬の評価は、5 つのキーに
対する取り組み度合いに⼤きく依存していることがわかる。先⾒的で持続可能な仕⽅でキーに取
り組むことによって、良いガバナンスが遂⾏される仕組みになっているのだ。ガバナンスはあく
まで５つのキーとの関係性で語られているため、ターゲットから除外することにした。しかし、
これはもちろんガバナンスが重要でないことを意味しない。 

4.2. Q&A (2) 

著者によれば、RRI は ELSI よりも範囲が狭い。しかし、RRI は研究開発のプロセス全体を
扱っているのだから、研究開発のアウトプットに関する課題を検討する ELSI よりも、RRI
の⽅が範囲が広いと⾔えるのではないか？ 

おそらく、3 つの点において誤解がある。第⼀に、この質問は「活動としての ELSI②」を暗黙
に前提している。つまり、特定の時期においてなされていた実践としての「ELSI」との⽐較で RRI
を語ろうとしている。私が第 1 節で ELSI 概念の整理を試みたのは、このような混同を⽣じさせ
ないためである。 

第⼆に、「RRI は ELSI よりも範囲が狭い」と私が主張するとき、態度とターゲットの指定が
ない「活動としての ELSI①」と⽐べると、態度とターゲットに何らかの指定がある RRI の⽅が
焦点を絞っている、ということを意味している。やや直観に反するかもしれないが、実践におい
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て考慮する規模が⼤きいかどうかとこの問題は無関係であり、実際、理論上は RRI の⽅が概念的
には狭くなる。 

第三に、ELSI が「研究開発のアウトプットに関する課題を検討する」ものだという理解は、仮
に ELSI を「活動としての ELSI②」と同⼀視したとしても、正確ではない。確かに態度の指定の
仕⽅によって、関⼼が研究開発のアウトプットにあることが多かったかもしれない。しかし、複
数の論者が指摘するように、「活動としての ELSI②」は必ずしもそれに限定される営みではな
かったはずだ。 

4.3. Q&A (3) 

RRI の実践には研究開発そのものも含まれているが、RRI の取り組み対象を「課題としての
ELSI」に限定してもいいのか？⾔い換えると、⾮ ELSI である技術的課題を RRI の対象から
除外してもよいのか？ 

以下で述べることを踏まえると、「除外してもよい」という回答になる。責任ある研究（と開
発）という表現は、かつて無責任な研究開発が⾏われていたことを前提としている（菅原 2024）。
当時の反省を踏まえて、現在は責任をもって研究開発を⾏おうという考え⽅が世界中に広まって
いる。ここで重要なのは、「現代における研究開発という営み⾃体に ELSI の側⾯がすでに組み
込まれているべきだ」という考え⽅である。すると、「課題としての ELSI」には、研究開発に関
する実践も含まれていることになる。表現的には除外していることになるが、実質的には除外さ
れていないのだ。 

これはもしかすると、ELSI と技術的課題（⾮ ELSI）という⼆分法そのものが、徐々にナンセ
ンスなものになってきていることを意味するかもしれない。ただし、責任ある研究（と開発）と
いう観点からすれば、これは喜ばしいことである。 

4.4. Q&A (4) 

「課題としての ELSI」は外在的に存在していると⾔えるか？ 

この質問は難しく、かなり論争的である。ELSI を認識する⼈間は全知全能ではないので、「認
識できたものしか課題とみなせない」という実践的な点においては、⾮外在的である。⼀⽅で、
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「我々が認識できておらず取りこぼされている課題がある（あるいは、あった）はずだ」という
想定はそこまで常識外れではないようにも思える。実際、EU における RRI は、ELSA プロジェ
クトで扱いきれていなかった課題に対処すべく始まった。すでに存在する課題に対して「課題と
しての ELSI」と名付けているだけで、⼈間から認識されずとも依然として存在している、とい
う点においては外在的である。 

本稿ではこのような厄介な論争を避けるため、「『活動としての ELSI』が活動として成り⽴つ
場合には、少なくとも『課題としての ELSI』は存在すると⾔ってよい」というかなり弱い前提を
採⽤している。そのため、外在主義者も内在主義者も、等しく本稿の議論を受け⼊れることがで
きるはずだ。 

4.5. Q&A (5) 

「課題としての ELSI」のうちターゲットとして挙げられている「倫理」と、「ELSI」とい
う表現における「倫理（的課題）」というのは同義か？ 

 私の考えでは、おそらく異なる。というのも、後者は倫理学が扱える広範な話題に対応してい
る⼀⽅で、前者は（少なくとも研究助成の要領を⾒る限りは）研究倫理・研究公正の話題が中⼼
的だからだ。ELSI の「E（倫理）」がそれに尽きるものではないことは明らかだろう。 
 しかし、この問題もまた先ほどと同様に論争的で、難しいものである。別の論考において、こ
れに関する精緻な議論が求められているのかもしれない。  



 

 
25 

おわりに：応⽤へ向けて 
 本稿の議論を振り返る。まず、第 1 節では ELSI 概念の整理を⾏った。その結果、⽂字通りに
受け取る「課題としてのELSI」と、それへと取り組む⼀般的な営みである「活動としてのELSI①」、
そしてそのうち特定の期間においてなされていたプロジェクトを指す「活動としての ELSI②」
の 3通りに解釈できた。次に、第 2 節では RRI 概念が EU においてどのように発展してきたのか
を整理した。その結果、RRI は取り組む主な対象となる「ターゲット」と、それに取り組む際に
求められる「態度」という 2 つの観点から特徴づけられてきたことが明らかとなった。これによ
って、EU における RRI 概念をひとまず定式化した。最後に、第 3 節では EU固有の⽂脈に依存
しないような RRI 概念の再構成を試みた。その結果、RRI 概念は「ある特定の態度を伴った仕⽅
で、ある特定のターゲットを中⼼とした『課題としての ELSI』に取り組む」という営み」として
より⼀般的に定式化された。これは⼀般的な RRI観よりも広く、従来の ELSI観と RRI観への修
正と改訂を迫るものである。 

 本稿で得られた新たな RRI の枠組みは、世界各国で⾏われている取り組みを RRI の観点から
評価できるようになる点で有益である。たとえば、⽇本における量⼦技術の戦略⽂書である『量
⼦技術イノベーション戦略』（内閣府 2020a）には、⼀⾒すると ELSIや RRIへの⾔及がない。
これは同じく国の重要技術戦略として位置づけられている『AI 戦略 2022』（内閣府 2022）や
『バイオ戦略 2020』（内閣府 2020b）と異なる点であり、従来の RRI観に従えば、これをもっ
て⽇本の量⼦技術政策には RRI の視点が⽋けていると評価することもできる。しかし、本稿で再
構成された RRI 概念を通して読み直せば、望ましい価値観を達成するために特定の態度をもって
広く ELSIへと向き合っていることがわかり、むしろ RRI の観点を盛り込んだ戦略⽂書だと解釈
することが可能になる。⾔い直せば、従来の RRI観ではそもそも評価の⼟俵に上がっていなかっ
た取り組みについて、盲⽬的に海外の基準に従うことなく同じ⼟俵に乗せたうえで、「何をすべ
きか」「どのように評価すべきか」といったことを議論することができるようになる。これは 3.1
で述べた「⽣業志向 RRI」のような実践についても同じことが⾔える。 

 今後の課題として挙げられるのは、提⽰した RRI 概念をさらに具体的な事例に適⽤し、実際の
科学政策や研究評価の⽂脈でどのように機能しうるかを検証することである。哲学的には、再構
成された RRI 概念を軸に据えることで、科学的実践の規範性・価値・社会性といった論点を整理
し直す可能性が拓かれるだろう。  
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